
第８条（除名）
　本協会は、会員に次の各号に該当するいずれかの事由があったとき、会長の決議により
  当該会員を除名することができる。
（１）　会費を滞納し、督促後なお会費を１年以上納入しないとき。
（２）　本協会の事業を妨げ、又は本協会の信用を害する行為をしたとき。
（３）  本規約その他本協会の定める規定に反する行為をしたとき。
（４）  本協会の設立の目的に違背したとき。
２　会長は、除名の決議のあったときは、その旨を当該会員に通知するものとする。

第９条（会費）
本協会会員は、年会費を納入しなければならない。年会費は役員会で決定する。会費はすべて
本協会の事業運営費として利用され、その明細は総会の会計報告によって明らかにする。

第１０条（会費の納入）
会費の支払いは、別紙に定める入会申込書に必要事項を記載・提出し、入会時に納入する。
１年以上の会費納入がない場合は、退会処理の対象とする。また、既納の会費は理由の如何を
問わず返還しない。

第１１条（会員名簿）
（1）本協会に会員名簿を備え、次の事項を記載する。①会員の氏名および住所、連絡先電話番号・
     FAX番号、メールアドレス、資格、職種②会員の登録番号および登録年月日
（2）会員は､前項に規定する記載事項につき異動があったときは､遅滞なくその旨を本協会に届出
     なければならない。
　
第１２条（個人情報保護）
本協会は、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施する。
（1）本協会は、会員に関する情報（以下「会員情報」という）を取り扱う事務局に管理責任者
     を置き、その管理責任者に適切な管理を行わせる。 
（2）本協会が、会員の同意に基づき第三者に個人情報を提供する場合には、会員の個人情報を
     漏洩や再提供等しないよう、第三者に対し契約等により義 務づけ、適切な管理を実施する。
（3）本協会は、会員に有益と思われる本協会のサービス、又は役員会が認めた事業会社のサービ
     ス等の情報を、電子メール、郵便等により会員に送信もしくは送付することができる。
     しかし会員は、本協会に申し出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させた
     りすることができる。
（4）会員が、会員本人の個人情報を照会・修正等を希望する場合には、会員は本協会事務局まで
    連絡し、本協会は合理的な範囲ですみやかに対応する。
（5）本協会は、本協会が保有する会員情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、
    上記各項における取り組みを適宜見直し、改善していく。 

第１３条（会員証票）
本協会は会員に対して会員証票（以下「本証」という）を交付する。但し以下のとおりとする。
（1）本証は、本協会の会員であることを証明するものである。
（2）本証は、本協会が認める資格認定を証明するものではない。
（3）本証は、会員本人のみ有効であり、他人への譲渡および貸与することはできない。
（4）本証は、紛失・盗難された場合、実費により再発行できる。
（5）本証は、その他不正に取り扱った場合、除名することができる。

第１４条（ライセンスの認定・発行業務）
本協会が認めるライセンスは第1５条に示す2種類とし、本協会および役員会が認めた事業会社が
この養成講習会と資格試験を開催し、本協会がライセンスの認定・発行を執り行う。

第１５条（ライセンスの種類）
（1）ディプロマ
（2）プロデザイナー


